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議案第１号 佐呂間町立学校管理規則の一部を改正する規則制定について 

議案第２号 佐呂間町姉妹校交流推進員設置要綱の一部を改正する訓令制定

について 

議案第３号 令和 7 年度使用小学校及び中学校教科書並びに学校教育法附則

第 9条の教科書採択について 

議案第４号 令和５年度佐呂間町教育委員会の活動状況に関する点検・評価

報告書について 

協議事項１ 令和６年度全国学力・学習状況調査における北海道版結果報告

書への佐呂間町の結果の掲載について 

報告事項１ 佐呂間町立学校職員の在宅勤務実施要領制定の報告について 

そ の 他     

 



月　日 行　　　　事　　　　名 時間 場　　　所

6月 28日 佐呂間高校放送局全国大会出場表敬訪問 16:00 応接室

6月 30日 第39回サロマ湖100kmウルトラマラソン 4:00 北見市、佐呂間町、湧別町

7 月 5 日 臨時市町村教育委員会教育長会議 9:30 教育長室（ｽﾞｰﾑ会議）

7 月 8 日 オホーツク管内教育委員会協議会・総会・懇談会 15:00 網走市

7 月 9 日 遠軽ブロック教育長会議 13:00 遠軽町

7月 10日 令和６年度学校教育指導要請（特別支援学級設置校） 10:00 若佐小学校、浜佐呂間小学校

7月 11日 東神楽町視察（東聖小学校、東神楽中学校） 10:00 東神楽町

7月 16日 佐呂間町PTA連合会研究大会・佐呂間町教育講演会 18:30 町民センター

7月 18日 北海道市町村教育委員会研修会 10:20 札幌市

7月 19日 空手家　佐竹雅昭氏講演「武士道から武師道へ」 14:15 佐呂間高校

7月 22日 携帯電話等によるネットトラブル（SNS）防止講話（講師：佐呂間駐在所長） 10:30 佐呂間小学校

7月 26日 佐呂間高等学校存続対策協議会 10:00 コミセン

〃 自然写真家山本光一氏絵本寄贈 13:30 町民センター

7月 29日 学校教育運営協議会第２回全体会・第１回部会 13:30 佐呂間中学校

〃 第３回オホーツク管内教育委員会協議会教育長部会会議 13:30 網走市

7月 30日 第２回公立高等学校配置計画地域別検討協議会 10:30 教育長室（ｽﾞｰﾑ会議）

〃 令和６年度遠軽ブロック校長会研究大会 12:30 遠軽町

7月 31日 第１回北海道GIGAスクール推進協議会 11:00 教育長室（ｽﾞｰﾑ会議）

〃 令和６年度遠軽ブロック教頭会研究大会 13:00 遠軽町

8 月 1 日 第３回９地区教科用図書採択教育委員会協議会 10:00 北見市端野

8 月 2 日 工作教室 10:00 図書館

8 月 6 日 絵本パネル展（あべ弘士氏）～２０日 10:00 図書館

8 月 8 日 オホーツク町村会講演会（講師：山崎史郎内閣官房参与） 15:00 遠軽町

8 月 9 日 第５２回オホーツク管内教頭会研究大会 10:00 北見市

8月 16日 第５２回オホーツク管内校長会研究大会 13:00 北見市

8月 27日 第６回教育委員会 17:00 役場会議室

月　日 行　　　　事　　　　名 時間 場　　　所

8月 28日 少年文化劇場（中学生） 13:00 佐呂間中学校

8月 30日 第１回佐呂間町保小接続カリキュラム開発会議 9:30 佐呂間保育所他

9 月 2 日 校長会・教頭会議 15:00 会議室

9 月 4 日 パーマ市姉妹交流派遣事業参加者への激励会 15:30 会議室

9 月 8 日 図書館まつり 13:00 図書館・児童館

令和６年　第６回教育委員会行事経過報告

今　　後　　の　　予　　定



議  案  第  １  号  

  

 

   佐呂間町 立学校管理規則の一部を改 正する規 則  

制定につい て  

  

佐呂間町立学校 管理規則（昭和 45年教育委員会規則第２号）

の一部を改正する規則を別紙のとおり制定 するもの とする。  

  

  

令和６年 ８ 月 27日  

  

  

佐呂 間町教 育委員会教育長  二  神  孝  久  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



佐呂間町立 学校管理規則の一部を改正 する規則  

 

 佐呂間町立学校管理規則（昭和 45年教育 委員会規 則第２号）

の一部を次のように改正する。  

 

別紙の表により 、改正前欄に掲げる規定の 傍線を付 した部分

をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の 傍線を付 した部分の

ように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線 を付した 部分でこれ

に対応する改正前欄に掲げる規定の傍線を 付した部 分がないも

のは、これを加え、改正前欄に掲げる規定 の傍線を 付した部分

でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の 傍線を付 した部分が

ないものは、これを削る。  



別紙 

佐呂間町立学校管理規則の一部を改正する規則(新旧対照表) 

(昭和45年7月教育委員会規則第2号) 
改正前 改正後 

 (衛生推進者) 

第５条の３ 学校に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定

により、衛生推進者を置く。ただし、職員数が9人以下の学校にあっては、

この限りでない。 

２ 衛生推進者は、当該学校の所属職員のうちから校長が指名し、教育長が選

任する。 

３ 衛生推進者は、校長の監督を受け、衛生等に関する業務を行う。 

(教育に関する兼職) (教育に関する兼職) 

第37条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定に

より、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務

に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が

行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審

議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認

は、校長が行う。 

第37条 職員が教育公務員特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他

の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下

「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属

職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関す

る事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。 

(事務職員、その他の職員の勤務時間等) (事務職員、その他の職員の勤務時間等) 

第41条 第3条第2項に規定する事務職員のうち、給与を町が負担する者及びそ

の他の職員の勤務時間、休暇等及び服務に関しては、町の条例・規則の定め

るところに従い、他の所属職員の例に準じて扱うものとする。 

第41条 第3条第2号に規定する事務職員のうち、給与を町が負担する者及びそ

の他の職員の勤務時間、休暇等及び服務に関しては、町の条例・規則の定め

るところに従い、他の所属職員の例に準じて扱うものとする。 

附 則 附 則 

(施行期日) (施行期日) 

２ 佐呂間町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第6号。以下「旧規則」

という。)は廃止する。 

２ 佐呂間町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第6号。)は廃止する。 

(傍線部分は、改正部分) 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



議  案  第  ２  号  

 

 

佐呂間 町 姉 妹 校 交 流推進員 設置要綱 の一部を  

改正す る 訓 令 制 定 について  

 

 

 佐 呂間町姉妹校 交 流 推 進 員設置要 綱（平成 26 年教育委 員会

訓令 第 6 号）の一 部 を 改 正 する訓令 を別紙の とおり制 定するも

のと する。  

 

 

  令和６年８月 27 日 提出  

 

 

佐呂 間 町 教育委 員会教育 長  二  神  孝  久  



 

佐呂 間 町 姉 妹校交流 推進員設 置要綱  

の 一 部 を 改 正する訓 令  

  

佐呂間町 姉 妹校 交 流 推 進員設 置要綱（ 平成 26年教 育委員会 訓

令第 6号）の一部を 次 の ように 改正する 。  

 

別紙の表 に より 、 改 正 前欄に 掲げる規 定の傍線 を付した 部分

をこ れに対応する 改 正 後 欄 に掲げる 規定の傍 線を付し た部分の

よう に改め、改正 前 欄 に 掲 げる規定 の傍線を 付した部 分でこれ

に対 応する改正後 欄 に 掲 げ る規定の 傍線を付 した部分 がないも

のは 、これを削る 。  



別紙 

佐呂間町姉妹校交流推進員設置要綱の一部を改正する訓令(新旧対照表) 

(平成26年2月教育委員会訓令第6号) 
改正前 改正後 

(目的) (目的) 

第１条 この要綱は、姉妹校交流推進員の設置、身分、職務等について必要

な事項を定めるものとする。 

第１条 この要綱は、姉妹校交流推進員の設置及び職務等について必要な事

項を定めるものとする。 

(身分) 

第３条 推進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第

3号に規定する非常勤の特別職とする。 

 

(職務) (職務) 

第４条 （略） 第３条 （略） 

(委嘱等) (委嘱等) 

第５条 推進員は、次の要件を満たしている者のうちから、教育委員会が委

嘱する。 

第４条 推進員は、次の要件を満たしている者のうちから、教育長が委嘱す

る。 

(１)及び(２) （略） (１)及び(２) （略） 

２ （略） ２ （略） 

(報酬等) (報酬等) 

第６条 （略） 第５条 （略） 

(災害補償) 

第７条 推進員の公務上の災害については、町村非常勤職員の公務災害補償

等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めると

ころによる。 

 

(その他) (その他) 

第８条 （略） 第６条 （略） 

(傍線部分は、改正部分) 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 



 

議 案 第 ３ 号  

 

 

令和７年度使用小学校及び中学校教科書並びに学校教育法

附則第９条の教科書採択について  

 

 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和 38

年法律第 182 号）第 13 条の規定に基づき、令和７年度使用する小

学校及び中学校教科書、並びに学校教育法附則第９条に基づく教

科書について、別紙のとおり採択する。  

 

 

  令和６年８月 27 日提出  

 

 

佐呂間町教育委員会教育長  二  神  孝  久  

 

 



別紙

番号 略 称

38 光村図書出版 現代の国語

38 光村図書出版 中学書写

地 理 17 教 育 出 版
中学社会
地理　地域にまなぶ

歴 史 46 帝 国 書 院
社会科
中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き

公 民 17 教 育 出 版
中学社会公民
ともに生きる

46 帝 国 書 院 中学校社会科地図

17 教 育 出 版 中学数学

17 教 育 出 版 自然の探究　中学校理科

音 楽 17 教 育 出 版 中学音楽　音楽のおくりもの

器 楽 17 教 育 出 版 中学器楽　音楽のおくりもの

116 日本文教出版 中学美術

2 東 京 書 籍 新編　新しい保健体育

技 術 9 開 隆 堂 出 版
技術・家庭（技術分野）
テクノロジーに希望をのせて

家 庭 9 開 隆 堂 出 版
技術・家庭（家庭分野）
生活の土台　自立とともに支えあう生活へ

9 開 隆 堂 出 版 SUNSHINE　ENGLISH　COURSE

38 光村図書出版
中学道徳
きみが　いちばん　ひかるとき

各学校で生徒の実態に合わせて採択特 別 支 援

技
術
家
庭

理 科

数 学

音

楽

美 術

保 健 体 育

英 語

道 徳

地 図

発 行 者

社

会

令和７年度使用 中学校用教科書

教 科 書 名
教 科 書

種 目

国 語

書 写



議 案 第 ４ 号  

 

 

令和５年度佐呂間町教育委員会の活動状況に関する点検・

評価報告書について  

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第

162 号）第 26 条第１項の規定に基づき、令和５年度佐呂間町教育

委員会の活動状況に関する点検・評価報告書を別紙のとおり佐呂

間町議会に提出するものとする。  

 

 

  令和６年８月 27 日提出  

 

 

佐呂間町教育委員会教育長  二  神  孝  久  



 
 

報 告 事 項 １  

 

 

佐 呂 間 町 立 学 校 職 員 の 在 宅 勤 務 実 施 要 領  

制 定 の 報 告 に つ い て  

 

 

佐 呂 間 町 立 学 校 職 員 の 在 宅 勤 務 実 施 要 領 を 別 紙 の と お り

制 定 し た の で 報 告 す る 。  

 

 

令 和 ６年８月 27日 提 出  

 

 

  佐呂 間 町 教育委員 会教育長  二  神  孝  久  



 
 

佐 呂 間 町 立 学 校 職 員 の 在 宅 勤 務 実 施 要 領  

                    

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 佐 呂 間 町 立 学 校 職 員 （ 以 下 「 職 員 」

と い う 。）  の 在 宅 勤 務 の 実 施 手 続 き 等 に 関 し 、 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。  

２  在 宅 勤 務 の 実 施 に 係 る 基 本 的 な 考 え 方 と し て 、 職 員 の

希 望 ・ 申 請 を 前 提 と し て 職 務 命 令 に よ り 実 施 す る こ と を

原 則 と し つ つ 、校 務 運 営 上 の 支 障 が な い 限 り に お い て は 、

職 員 の 希 望 に 応 じ て 在 宅 勤 務 を 可 能 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 、 在 宅 勤 務 と は 、 次 に 掲 げ る 場

所 （ 以 下 「 自 宅 等 」 と い う 。） に お い て 、 学 校 と 同 等 の 勤

務 環 境 を 確 保 し 、 学 校 に お け る 勤 務 と 同 等 の 職 務 を 遂 行

す る 業 務 形 態 の こ と を い う 。  

  な お 、 職 場 の Ｐ Ｃ 端 末 を 活 用 し 在 宅 勤 務 を 行 う こ と を

テ レ ワ ー ク 勤 務 と い う 。  

 ( 1 ) 職 員 の 自 宅 （ 異 動 に 伴 い 転 居 し た 場 合 は 、 異 動 前 に

居 住 し て い た 住 宅 （ 職 員 が 所 有 又 は 占 有 し て い る も の

に 限 る 。） を 含 む 。）  

 ( 2 )  配 偶 者 又 は 二 親 等 以 内 の 親 族 が 居 住 す る 住 宅  

（ 実 施 期 間 ）  

第 ３ 条  在 宅 勤 務 の 実 施 期 間 は 、 長 期 休 業 期 間 （ 佐 呂 間 町

立 学 校 管 理 規 則（ 昭 和 45 年 教 育 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ）第 23

条 第 １ 項 第 ５ 号 、 第 ６ 号 及 び 第 ３ 項 に 定 め る 休 業 日 ） と

す る 。  

（ 実 施 日 数 ）  

第 ４ 条  連 続 し て 正 規 の 勤 務 時 間 の 全 部 を 在 宅 勤 務 で き る

日 数 は 原 則 と し て ５ 日 ま で と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 校 長 が 認 め る 場 合 に は 、 連



 
 

続 す る 在 宅 勤 務 の 日 数 を 延 長 す る こ と が で き る 。  

（ 実 施 申 請 ）  

第 ５ 条  在 宅 勤 務 の 実 施 を 希 望 す る 職 員 は 、 原 則 と し て 在

宅 勤 務 を 実 施 し よ う と す る 日 の 前 日 （ 校 務 の 運 営 に 支 障

が な い と 校 長 が 認 め る 場 合 は 、 在 宅 勤 務 を 実 施 し よ う と

す る 当 日 ） ま で に 、 在 宅 勤 務 （ 申 請 ・ 変 更 申 請 ・ 取 消 申

請 ） 簿 兼 命 令 簿 （ 別 記 様 式 １ ）（ 以 下 「 申 請 簿 」 と い う 。）

に よ り 校 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 連 続 す る ２ 以 上 の 月 に わ た

る 計 画 的 な 在 宅 勤 務 の 実 施 を 希 望 す る 職 員 は 、 前 項 に よ

る 申 請 に 加 え 、 当 該 在 宅 勤 務 を 実 施 し よ う と す る 日 の 初

日 の １ 週 間 前 ま で に 、 在 宅 勤 務 計 画 書 兼 在 宅 勤 務 等 手 当

支 給 調 書 （ 別 紙 １ ）（ 以 下 「 計 画 書 」 と い う 。） を 校 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 在 宅 勤 務 の 命 令 ）  

第 ６ 条  前 条 の 申 請 を 受 け た 校 長 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

項 及 び 校 務 へ の 影 響 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 、 在 宅 勤 務 の 実

施 が 校 務 の 運 営 に 支 障 が な い と 認 め る 場 合 に は 、 在 宅 勤

務 を 命 ず る も の と す る 。  

  ( 1 )  学 校 と 同 等 の 勤 務 環 境 を 確 保 で き る 場 所 で あ る こ と  

  ( 2 )  職 務 に 専 念 で き る 場 所 で あ る こ と  

  ( 3 )  在 宅 勤 務 で 実 施 す る こ と が で き る 業 務 で あ る こ と  

  ( 4 )  業 務 体 制 や 職 員 の 特 性 上 、 在 宅 勤 務 の 実 施 に 支 障 が

な い こ と  

２  校 長 は 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 申 請 さ れ た 在 宅 勤 務

を 命 じ た と き は 、 当 該 勤 務 を 命 じ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月

（ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ）

か ら 当 該 勤 務 を 終 了 す る 日 の 属 す る 月 の 各 月 の 初 日 ま で

に 、 在 宅 勤 務 を 命 じ た 日 、 在 宅 勤 務 の 計 画 日 数 及 び 実 績

日 数 等 を 記 載 し た 計 画 書 （ 職 員 か ら 提 出 さ れ た 計 画 書 の

一 部 を 変 更 し 又 は 取 り 消 し て 命 じ た 場 合 は 、 当 該 変 更 又



 
 

は 取 消 し が 反 映 さ れ た も の ） を 佐 呂 間 町 教 育 委 員 会 （ 以

下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。） に 提 出 す る も の と す る 。  

（ 命 令 の 変 更 及 び 取 消 し ）  

第 ７ 条  職 員 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 命 ぜ ら れ た 在 宅 勤 務 の

一 部 又 は 全 部 を 変 更 し 又 は 取 り 消 す 場 合 は 、 申 請 簿 に よ

り 校 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  校 長 は 、 業 務 の 状 況 そ の 他 の 事 由 に よ り 特 に 必 要 が あ

る と き は 、 在 宅 勤 務 の 命 令 の 一 部 又 は 全 部 を 変 更 し 又 は

取 り 消 す こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お け る 命 令 の 取 消 し

は 、 特 に 緊 急 性 の 高 い 業 務 に 職 場 で 従 事 さ せ る 必 要 が あ

る 場 合 を 除 き 、 原 則 と し て そ の 取 消 し を 行 う 日 の 前 日 ま

で に 、 在 宅 勤 務 （ 変 更 ・ 取 消 ） 通 知 書 （ 別 記 様 式 ２ ）（ 以

下 「 通 知 書 」 と い う 。） に よ り 当 該 職 員 に 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。  

３  校 長 は 、 前 項 の ほ か 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る

場 合 は 、 在 宅 勤 務 の 命 令 を 取 り 消 す も の と し 、 通 知 書 に

よ り 当 該 職 員 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 確 保 が 十 分 で な い と 判 断 す る 場     

  合  

 ( 2 )  勤 怠 管 理 が 適 切 に 行 わ れ て い な い と 認 め る 場 合  

 ( 3 ) こ の 要 領 そ の 他 関 係 す る 法 令 等 に 違 反 す る 事 実 が 判

明 し た 場 合  

（ 職 員 の 希 望 に よ ら な い 例 外 的 な 取 扱 い ）  

第 ８ 条  第 ３ 条 及 び 第 ５ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 校 長 は 、

感 染 症 の 拡 大 防 止 又 は 災 害 時 の 業 務 継 続 な ど 、 緊 急 時 や

出 勤 が 困 難 と 考 え ら れ る 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 又 は 妊 娠

中 の 職 員 が 保 健 指 導 ・ 健 康 診 査 を 受 け た 結 果 、 主 治 医 や

助 産 師 か ら 在 宅 勤 務 を す る よ う 指 導 を 受 け た 場 合 に は 、

職 員 に 対 し 必 要 な 期 間 、 在 宅 勤 務 の 実 施 を 命 ず る こ と が

で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 在 宅 勤 務 を 命 ず る 場 合 の 手 続 き は 、



 
 

第 ５ 条 に 準 じ る 。  

（ 勤 務 時 間 ）  

第 ９ 条  在 宅 勤 務 を 実 施 す る 職 員 （ 以 下 「 実 施 職 員 」 と い

う 。） の 勤 務 時 間 は 、 佐 呂 間 町 立 学 校 管 理 規 則 （ 昭 和 45

年 教 育 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ）第 27 条 で 定 め た 勤 務 時 間 と す

る 。  

２  校 長 は 、 職 員 の 希 望 に 応 じ て 勤 務 時 間 の 一 部 に つ い て

在 宅 勤 務 を 命 ず る こ と が で き る 。  

３  校 長 は 、 原 則 と し て 実 施 職 員 に 時 間 外 勤 務 を 命 じ な い

も の と す る 。ま た 、教 育 職 員 に 在 宅 勤 務 を 命 ず る 場 合 は 、

職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の 確 保 を 図 る 観 点 か ら 時 間 外 在 校 等

時 間 が 生 ず る こ と の な い よ う 留 意 す る も の と す る 。  

（ 年 次 有 給 休 暇 等 ）  

第 10 条  実 施 職 員 は 、勤 務 時 間 中 に 私 用 の た め 勤 務 を 一 時

中 断 す る 場 合 に お い て は 、 あ ら か じ め 年 次 有 給 休 暇 等 の

承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 職 務 専 念 義 務 ）  

第 11 条  実 施 職 員 は 、在 宅 勤 務 を 実 施 す る 日 の 勤 務 時 間（ 休

憩 時 間 を 除 く 。）に お い て も 、職 務 専 念 義 務 が 課 せ ら れ て

い る こ と を 十 分 認 識 し 、 職 務 に 専 念 す る も の と す る 。  

（ 業 務 の 実 施 報 告 及 び 業 務 確 認 ）  

第 12 条  実 施 職 員 は 、勤 務 の 開 始 及 び 終 了 に つ い て 、電 話

又 は 電 子 メ ー ル 等 に よ り 、 校 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  実 施 職 員 は 、 業 務 の 必 要 に 応 じ 、 適 宜 、 電 話 又 は 電 子

メ ー ル 等 に よ り 、 校 長 に 業 務 の 実 施 状 況 を 報 告 し な け れ

ば な ら な い 。  

３  実 施 職 員 は 、 在 宅 勤 務 に お い て 、 事 故 等 の 不 測 の 事 態

が 生 じ た 場 合 に は 、 速 や か に 校 長 に 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。  

４  校 長 は 、 実 施 職 員 の 勤 務 の 状 況 及 び 成 果 物 等 に つ い て



 
 

適 切 な 方 法 に よ り 確 認 を 行 う も の と す る 。  

５  実 施 職 員 は 、 在 宅 勤 務 を 実 施 し た 直 後 の 出 勤 日 に 、 在

宅 勤 務 実 施 報 告 書 （ 別 記 様 式 ３ ） に よ り 校 長 に 報 告 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 在 宅 勤 務 等 手 当 の 支 給 ）  

第 13 条  在 宅 勤 務 を 命 ぜ ら れ た 職 員 で 、次 の 各 号 を 満 た す

場 合 に お い て は 、北 海 道 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例（ 昭

和 27 年 北 海 道 条 例 第 78 号 ）第 10 条 の ２ の ６ の 規 定 に よ

る 在 宅 勤 務 等 手 当 を 支 給 す る 。  

  ( 1 )  在 宅 勤 務 を 命 ぜ ら れ た 期 間 が ３ 箇 月 以 上 で あ る 場 合  

  ( 2 )  正 規 の 勤 務 時 間 （ 休 憩 等 に よ り 勤 務 し な い 時 間 を 除

く 。） の 全 部 を 在 宅 勤 務 す る 日 が 、 １ 箇 月 当 た り 、 平 均

10 日 を 超 え て 命 ぜ ら れ た 場 合 。  

（ 通 勤 手 当 の 改 定 ）  

第 14 条  計 画 的 に 在 宅 勤 務 を 行 う 予 定 が あ る 職 員 で 通 勤 所

要 回 数 が ２ 箇 月 以 上 継 続 し て 少 な い こ と が 見 込 ま れ る 職

員 の 通 勤 手 当 に つ い て は 、 交 代 制 勤 務 に 従 事 す る 職 員 に

な ら っ て 通 勤 手 当 を 改 定 す る も の と す る 。  

（ 経 費 の 負 担 ）  

第 15 条  在 宅 勤 務 の 実 施 に 伴 っ て 発 生 す る 光 熱・水 道 費 そ

の 他 の 経 費 は 、 実 施 職 員 が 負 担 す る 。  

（ 個 人 情 報 の 取 扱 い ）  

第 16 条  個 人 情 報 等 を 含 む 業 務 を 行 う 場 合 は 、家 族 を 含 め

第 三 者 に 業 務 の 情 報 が 漏 洩 す る こ と の な い よ う 、 細 心 の

注 意 を 払 う も の と す る 。  

（ 文 書 の 持 ち 帰 り ）  

第 17 条  実 施 職 員 は 、校 長 の 許 可 を 得 て 、在 宅 勤 務 の 実 施

に 必 要 な 最 小 限 の 文 書 を 自 宅 等 に 持 ち 帰 る こ と が で き る 。 

  な お 、 持 ち 帰 っ た 文 書 に つ い て は 紛 失 等 が な い よ う 実

施 職 員 の 責 任 で 適 正 に 管 理 し 、 在 宅 勤 務 を 実 施 し た 直 後

の 出 勤 日 に 速 や か に 現 場 に 返 却 す る も の と す る 。  



 
 

（ テ レ ワ ー ク 勤 務 ）  

第 18 条  実 施 職 員 は 、職 場 の 校 務 情 報 系 ネ ッ ト ワ ー ク に 接

続 す る 校 務 系 端 末 （ 以 下 「 校 務 系 端 末 」 と い う 。） 又 は 学

習 系 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 す る 指 導 者 用 端 末 （ 以 下 「 指 導

者 用 端 末 」 と い う 。） で あ っ て 、 か つ 、 ロ グ イ ン Ｉ Ｄ ・ パ

ス ワ ー ド が 設 定 さ れ て い る 端 末 を 自 宅 等 に 持 ち 帰 り 、 テ

レ ワ ー ク 勤 務 を す る こ と が で き る 。  

２  テ レ ワ ー ク 勤 務 を す る 場 合 、 実 施 職 員 は あ ら か じ め 端

末 持 出 許 可 申 請 書 （ 別 記 様 式 ４ ） に よ り 校 長 の 許 可 を 得

る と と も に 、 次 の 各 号 に 定 め る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な

ら な い 。  

(1 )  校 務 系 端 末  

ア  端 末 を 持 ち 帰 る 日 か ら 遡 っ て ３ 箇 月 以 内 に 、 別 に 定

め る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 係 る テ ス ト を 受 験 し 合 格 す る

こ と 。  

 イ  端 末 の 紛 失 、 破 損 等 が 発 生 し な い よ う 適 正 に 管 理 す

る こ と 。  

ウ  端 末 に 職 員 番 号 、 ロ グ イ ン Ｉ Ｄ や パ ス ワ ー ド を 貼 付

し な い こ と 。  

エ  第 三 者 に よ る 画 面 の 閲 覧 や 操 作 の お そ れ が な い 環 境

で 業 務 を 行 う こ と 。  

 オ  校 長 の 許 可 を 得 て 、 テ レ ワ ー ク 勤 務 の 実 施 に 必 要 な

最 小 限 の 電 子 デ ー タ を 校 務 系 端 末 に 記 録 す る こ と が で

き る が 、 当 該 電 子 デ ー タ に 対 し て パ ス ワ ー ド 設 定 又 は

暗 号 化 等 の 処 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い こ と 。  

カ  個 人 所 有 の Ｕ Ｓ Ｂ 等 の 外 部 記 録 媒 体 、 Ｌ Ａ Ｎ ケ ー ブ

ル 、 無 線 ル ー タ 、 ス マ ー ト フ ォ ン 等 の 通 信 機 器 を 接 続

し な い こ と 。  

(2 )  指 導 者 用 端 末  

ア  端 末 を 持 ち 帰 る 日 か ら 遡 っ て ３ 箇 月 以 内 に 、 別 に 定

め る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 係 る テ ス ト を 受 験 し 合 格 す る



 
 

こ と 。  

 イ  端 末 の 紛 失 、 破 損 等 が 発 生 し な い よ う 適 正 に 管 理 す

る こ と 。  

ウ  端 末 に 職 員 番 号 、 ロ グ イ ン Ｉ Ｄ や パ ス ワ ー ド を 貼 付

し な い こ と 。  

エ  第 三 者 に よ る 画 面 の 閲 覧 や 操 作 の お そ れ が な い 環 境

で 業 務 を 行 う こ と 。  

 オ  個 人 情 報 を 含 ん だ 電 子 デ ー タ を 指 導 者 用 端 末 に 記 録

す る こ と は で き な い こ と 。  

 カ  校 長 の 許 可 を 得 て 、 個 人 所 有 の Ｌ Ａ Ｎ ケ ー ブ ル 、 無

線 ル ー タ 、 ス マ ー ト フ ォ ン 等 の 通 信 機 器 に 接 続 し

Goo g l e  W o r k s p a c e 上 で 業 務 を 処 理 す る こ と は で き る が 、

こ の 場 合 に あ っ て は 、 指 導 者 用 端 末 に デ ー タ を ダ ウ ン

ロ ー ド し て 業 務 を 処 理 し な い こ と 。  

キ  個 人 所 有 の Ｕ Ｓ Ｂ 等 の 外 部 記 録 媒 体 を 接 続 し な い こ

と 。  

（ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 確 保 ）  

第 19 条  実 施 職 員 及 び 校 長 は 、本 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、

次 の 各 号 を は じ め 、 北 海 道 教 育 委 員 会 情 報 セ キ ュ リ テ ィ

対 策 基 準 （ 以 下 「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 基 準 」 と い う 。） を 遵

守 し 、情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 確 保 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

(1 )  実 施 職 員 は 、 情 報 資 産 に 関 す る 障 害 及 び 事 故 が 発 生

し た 場 合 に は 、情 報 セ キ ュ リ テ ィ 基 準 第 71 条 第 １ 項 の

規 定 に 基 づ き 、 速 や か に 校 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

(2 )  校 長 は 、 前 号 の 規 定 に よ り 実 施 職 員 か ら 報 告 を 受 け

た 場 合 に は 、情 報 セ キ ュ リ テ ィ 基 準 第 71 条 第 ２ 項 の 規

定 に 基 づ き 、「 障 害 及 び 事 故 発 生 時 報 告 書 」（ 情 報 セ キ

ュ リ テ ィ 基 準 に お け る 様 式 に 関 す る 細 則 別 記 第 15 号 様

式 ）を 作 成 し 、速 や か に 教 育 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ 出 勤 簿 の 整 理 ）  

第 20 条  在 宅 勤 務 日 に お け る 出 勤 簿 の 整 理 用 語 は 、「 在 宅



 
 

勤 務 」 と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 21 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、在 宅 勤 務 の 実 施 に

関 し て 必 要 な 事 項 は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る 。  

  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、令 和 ６ 年（ 202 4 年 ）７ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  



別記様式１

□

月　日 ～

（　） (　　～　　)

月　日 ～

（　） (　　～　　)

勤務時間

月　日 ～

実施日・内容等

(休憩時間)

実施月日 実施場所 業務内容

（　） (　　～　　)

在宅勤務（申請・変更申請・取消申請)簿兼命令簿

所　属　名

職　　　名 氏　　　名

佐呂間町立　　　　　学校

申請日　　　  年　月　日

・在宅勤務を次のとおり申請します。

・　月　日申請した在宅勤務を次のとおり変更します。

・　月　日申請した在宅勤務を全てを取り消します。

月　日 ～

（　） (　　～　　)

※申請、変更申請、取消申請の別を選択すること。
※実施場所は自宅（職員自ら居住する住宅、異動に伴い転居した場合は異動前に居住していた住宅（職員
が所有又は占有しているものに限る。))、その配偶者又は二親等以内の親族が居住する住宅を記載するこ
と。
※自宅以外で実施する場合は所在地（市町村名）を記載すること。
※在宅勤務場所が学校と同等の勤務環境が確保されていることを確認し、☑を付けること。
※変更申請する場合（申請した在宅勤務の一部を取り消す場合を含む。）は変更後（一部取消後）の実施
日・内容等を記載すること。
※申請した在宅勤務の全てを取り消す場合は実施日・内容等の記載は必要ないこと。

勤務環境の確認 在宅勤務場所は学校と同等の勤務環境が確保されている

月　日 ～

（　） (　　～　　)

上記のとおり命令する。 校長印 印



別記様式２

（実施職員名）　　　　様

※この様式は要領第７条第２項及び第３項により校長が在宅勤務を変更又は取り消す場合に作成し職
員に通知すること。
※変更、取消の別を選択すること。
※実施場所は自宅（職員自ら居住する住宅、異動に伴い転居した場合は異動前に居住していた住宅
（職員が所有又は占有しているものに限る。））、その配偶者又は二親等以内の親族が居住する住宅
を記載すること。
※自宅以外で実施する場合は所在地（市町村名）を記載すること。
※変更通知する（申請のあった在宅勤務の一部の取消し通知をする場合を含む。）場合は、変更後
（一部取消後）の実施日・内容等を記載すること。
※申請した在宅勤務の全てを取り消す場合は実施日・内容等の記載は必要ないこと。

変更・取消理由

　　　　年　　月　　日

（学校長名）

月　日 　～　

（　） ( 　　～　　)

月　日 　～　

（　） ( 　　～　　)

月　日 　～　

（　） ( 　　～　　)

月　日 　～　

（　） ( 　　～　　)

月　日 　～　

（　） ( 　　～　　)

在宅勤務（変更・取消)通知書

実施日・内容等

・先に命令した在宅勤務（　月　日申請分）は次のとおり変更するので通知します。

・先に命令した在宅勤務（　月　日申請分）は全て取り消すので通知します。

実施月日 実施場所

勤務時間

業務内容

(休憩時間)



別記様式３

月　日 ～

（　） (　　～　　)

勤務時間

(休憩時間)

実施日・内容等

業務内容及び従事した時間

月　日 ～

（　） (　　～　　)

※実施場所は自宅（職員自ら居住する住宅、異動に伴い転居した場合は異動前に居住していた住宅
（職員が所有又は占有しているものに限る。))、その配偶者又は二親等以内の親族が居住する住宅
を記載すること。
※自宅以外で実施する場合は所在地（市町村名）を記載すること。
※業務内容ごとに業務に従事した時間を記載すること。

月　日 ～

（　） (　　～　　)

月　日 ～

（　） (　　～　　)

月　日 ～

（　） (　　～　　)

在宅勤務実施報告書

報告日　　　　　年　　月　　日

所　属　名

確認印
校長

印

佐呂間町立　　　　　学校

職　　　名

実施月日

氏　　　名

実施場所





 

協  議  事  項  １  

 

 

令和６ 年 度 全 国 学 力・学習 状況 調査に おける北 海道

版 結 果報告 書 へ の 佐呂間町 の結果の 掲載につ いて  

 

 

令和６年 度 全国 学 力 ・ 学習状 況調査に おける「 北海道版 結果

報告 書」への佐呂 間 町 の 結 果の掲載 に係る同 意につい て協議す

る。  

 

 

令和６年 ８ 月 27 日提 出  

 

 

佐呂 間 町 教育委 員会教育 長   二  神  孝  久  


